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も重要になってくるので、国土交通省も計画責任者として、このような資料を自ら提出

して頂きたい。

・関係者が合議して合意文書が結ばれたとしても、それだけで合意が完了したとは考えない

で頂きたい。表面には出てきていていない意見も多くあるので、より幅広く、柔軟性を持っ

て合意形成に取り組んで頂きたい。

○環境・利用部会からの報告に関する主な意見交換

＜整備の目標、マスタープランについて＞

・河川管理者としては、説明資料（第2稿）の第4章で、河川環境整備の目標や考え方を示し

たつもりだ。環境・利用部会が必要だとしている、具体的な内容を示した基本的な考え方（マ

スタープラン）とはどのようなものか。また、30年後のマスタープランを作成するという

ことは、最初から確定的な計画をつくるのではなく、モニタリングとフィードバックを行

いながら順応的にやっていくというこれからの河川整備の考え方と矛盾していないか。（河

川管理者）

→2、30年後の河川環境の目標像とそこまでにどのようにもっていくのか、という計画書的

なイメージが必要だと考えている。

→説明資料（第2稿）では、家棟川や淀川の豊里地区等の個別の箇所のモニタリングが記

載されているだけだ。こういったピンポイントの保全で、水系全体の生態系を回復でき

るのかを危惧している。マスタープランとして、淀川水系全体でのモニタリングの方向

性を示して欲しい。

→瀬戸内海環境保全基本計画や、ドイツやアメリカでの河川流域におけるマスタープラン

を参考にして、環境・利用部会から具体的に提言したいと思っている。

→河川管理者に注文するだけではなく、委員会がマスタープランの具体的な中身を提案し

ていかなければ議論が深まらない。

→30年先のビジョンやマスタープランを考えるときには、30年前から現在まで続いている

拡大路線の延長線上で整備計画をつくるのか、それともそこから抜け出すのかがわかる

マスタープランとする必要がある。

→環境・利用部会でマスタープランについて議論を深めて、具体的に意見を出して頂きたい。

（委員長）

○治水部会からの報告に関する主な意見交換

・説明資料（第2稿）には水源地の森林の保水効果に関する記述がない。森林の洪水時の保水能

力については意見が分かれているが、やはり、これを評価して、整備計画に反映して頂きたい。

→100年の計で考えるべき問題が環境にはある。森林もその一つ。特に森林土壌は現在も

劣悪な状態にある。国土保全、土砂流出防止等の様々な観点から、森林保全に取り組む

べきだ。

→森林の保全については賛成だが、整備計画が主に対象としている大雨に対しては、森林

によって洪水を制御できるような貯留効果はないと考えている。

・説明資料（第2稿）では、整備の優先度をどう考えるかについて触れられていない。整備

の優先度については、予想される被害の程度に応じて、地域住民の方々にも良く理解して

もらいながら検討していくのが、あるべき姿だと思っている。

・流域委員会では、大規模な貯留施設や地下河川についての議論があまりできていない。今

後、経済的なバランス面からも検討していくべきだ。

○利水部会からの報告に関する主な意見交換

・河川管理者は許可水利権に対して、どのような法的根拠によって料金を設定しているのか。

また、水の使用量に応じて料金が幾何級数的に高くなっていくといった経済的な手法によっ

て、許可水利権における節水が可能なのかどうか、お聞きしたい。

→河川管理者のエンドユーザーである水道事業者に対する料金体系は、逓増になっている。

また、利水占有料については、各自治体が条例によって設定している。（河川管理者）

・利水や治水の整備のレベルを既往最大規模の渇水や洪水の解消を目標として進めて、本当

に流域対応が育っていくのか疑問に思っている。ソフトによる対策を育てるためには、一

生の間に2、3回程度の渇水や洪水を経験する必要があるのではないか。

→数十年に一度の洪水や渇水を受容できる地域をつくっていくという考え方は賛成だ。あ

えてそれを社会として選択するかどうかということが問題だが、危険や不便を地域社会

として合意して受け入れていくというのは河川法の本質であったし、地球規模の問題に

も関わってくることなので、この問題を意識して整備計画を作成頂きたい。

・ダムや堰を一切操作しない場合の淀川水系全体の水資源の実力がどれくらいのものなか、

検討して頂きたい。

②河川管理者からの要請に対する回答について（対話集会およびファシリテーター）

庶務より、資料4「河川管理者からの要請に対する回答について」を用いて本回答作成ま

での経緯や内容について説明が行われた後、委員長および委員長代理より、「１ 決定事項」

の提案が行われ、了承された。その際に出された主な意見は次の通り。

・ファシリテーターの役割はあくまでも議論の進行役と論点整理にある。リストに挙げられ

ている名前を見る限りでは、検討会の委員の中でファシリテーターに対する共通認識がで














